
 

 

R5.3.20 市議会全員協議会 資料№１－２ 

事案発生の原因分析と再発防止策について 

 

事案（ミス）が発生した真の原因を究明するため、民間企業において生産ライン等で発生した問題事

象の根本原因を探る「なぜなぜ分析」を行い、真因の特定、再発防止策について整理しました。 

 

【契約に係る議会未提出案件】 

１ これまでの業務フロー及びミス発生の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ・「③議決案件の旨の報告」及び「④議決要否の確認」を怠った（口頭確認のみで書面によるものは

なかった。）結果、⑥から⑩までの手続きを経ず、本契約を締結してしまった。（太枠のみ実施） 

  ※ミス発生の原因究明に向けた「なぜなぜ分析」による分析結果は、次ページのとおり。 

 

２ 見直し後の業務フローと再発防止策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ・予定額が 150,000千円以上の契約案件の場合は、内容に関わらず「議案提出予定連絡票」と議会

への上程期日入力欄が自動的に表示されるよう「②工事変更伺」の様式を変更した。 

  ・予定額が 150,000千円以上の契約案件は、工事主管課が必ず書面で財政課に報告し、財政課が議

決の要否の判断をするよう業務フローを見直し、マニュアル化した。 

  ・「③議決案件の旨の報告」から「⑪本契約」まで、財政課において進行管理を行うこととした。 

  ・全職員を対象に、毎年繰り返し同様の基礎的研修を実施することとした。  

①変更設計 

図書作成 

②工事変更伺

作成 

③議決案件の

旨の報告 

④議決要否の

確認 

 
⑥仮契約書 

作成指示 

⑦仮契約書 

締結 
⑧議会上程 

⑨議決 
⑩議決証明 

発行 

⑪本契約 

（扱い） 

⑤変更契約 

締結伺作成 

 

工事主管課 財政課 

①変更設計 
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⑥仮契約書 

作成指示 

⑦仮契約書 
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⑨議決 ⑩議決証明 

発行 
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（扱い） 
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工事主管課 財政課 

様式の変更 

「議案提出予定連絡票」 

の作成及び書面での確認 

③～⑪まで、財政課において 

手続きの進行管理を行う 

ミス発生 
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議会未提出案件の原因の究明に向けたなぜなぜ分析

なぜ２ なぜ３ なぜ４ なぜ５ 真因の特定 再発防止策

財政課（契約担当課）↑

工事主管課↓

発生した問題

議会の議決を経るべき契約案件を議会に提出せず、未
議決のまま通常の契約を締結した

なぜ１

本来、仮契約書※を作成
すべきであったが、通常
の契約書による手続きを
行った

工事主管課と財政課にお
いて、議決案件であるこ
との認識がなかった

職員を対象に、毎年繰り
返し同様の基礎的研修を
実施する

決裁者によるチェック体
制が機能していなかった

決裁におけるチェックポ
イント等のマニュアルや
遺漏防止となる様式が整
備されていなかった

これまで遺漏事案がな
かったため、必要性を認
めていなかった

庁内のチェック機能不全

遺漏防止対策の不備 業務フローの見直し、手
続マニュアルの作成、シ
ステム化による制御等を
行う

議決の要否を判断する組
織体制の整備と議決まで
の進行管理を行う

工事主管課が議決案件の
要件等を知らなくても手
続きが進む仕組みになっ
ていた

これまで遺漏事案がな
かったため、仕組みを見
直す必要性を認めていな
かった

庁内業務フローの欠陥

増額変更によって議決案
件となる稀なケースであ
り、契約担当者が気付か
なかった

過去のエラーに係るケー
ススタディ等の職員研修
を実施していなかった

初任者研修やＯＪＴによ
り十分理解できていると
認識していた

職員の理解不足とコンプ
ライアンス意識の欠如

継続的な基礎的研修等教
育訓練の不足

ケーススタディ等の職員
研修を実施していなかっ
た

初任者研修やＯＪＴによ
り十分理解できていると
認識していた

職員の理解不足とコンプ
ライアンス意識の欠如

継続的な基礎的研修等教
育訓練の不足

職員を対象に、毎年繰り
返し同様の基礎的研修を
実施する

※議会の議決を経るべき
契約案件の場合、議決前
の段階で仮契約書を作成
する必要がある。仮契約
書は、議会の議決をもっ
て地方地自法第234条第
５項に規定する契約書と
みなされる。

議会日程に合わせた手続
きのスケジュールを組
み、書類を作成する必要
性を認識していなかった
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【職員の不適切な事務処理等】 
事案①：扶助費の支払い遅延及び個人の貸金（立替） 

１ ミス発生の内容 

  ※「なぜなぜ分析」による分析結果は、次ページのとおり。 

 

２ 再発防止策 

 ・臨時的業務に対応できる人員を確保していくこととし、社会人採用を実施した。（全庁的対応） 

 ・委託可能な業務は委託化を検討し、その後の生活応援給付金業務は委託化した。 

 ・管理職員のマネジメントに関する再教育を行うこととした。（全庁的対応） 

・課内の役割分担を見直し、特にチェック機能も含め支援金事務は複数体制に整えた。 

・支援金の制度概要含め関係する情報の見える化及び共有を徹底した。 

・支援金の申請から支給までの進捗状況の見える化を図った。 

 

事案②：児童手当と子育て世帯への臨時特別給付金の振込口座誤り及び支給遅延 

１ 業務フロー及びミス発生の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・「④口座変更等入力処理」の順番を誤り、「②現況届入力処理」の前に行った。 

 ・口座変更等入力処理の際に、本人確認を誤った。 

・ミス発生の原因究明に向けた「なぜなぜ分析」による分析結果は、次ページのとおり。 

 

２ 業務フローと再発防止策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・口座情報入力時の本人確認方法(氏名・住所・生年月日)を事務処理マニュアルに明記し徹底し

た。  

 ・重複データチェック含む事務処理フローを事務処理マニュアルに明記し徹底した。 

 ・児童手当等に係る未処理リストを作成し、情報共有と進捗管理及び処理の確認を徹底した。 

 ・部長会議において危機事案対応ガイドラインを確認し、職場内で適切な対応を徹底した。（全庁対応） 

 ・係会等で事務処理マニュアルの確認と適切な対応を徹底した。 

①現況届提出 
②現況届 

 入力処理 

④口座変更等 

 入力処理 

③現況届 

入力点検 

⑤口座変更等 

 入力点検 
⑥新規・変更

等の認定処理 

⑦児童手当受

給者情報完成 

⑧支給決定 

起案 

⑨口座振込 

データ作成 

⑩支出伝票 

起票 

①現況届提出 
②現況届 

 入力処理 

④口座変更等 

 入力処理 

③現況届 

入力点検 

⑤口座変更等 

 入力点検 

⑥新規・変更

等の認定処理 

⑦児童手当受

給者情報完成 

⑧支給決定 

起案 

⑨口座振込デー

タ作成・確認 

⑩支出伝票 

起票 

・生年月日・氏名・住所による

本人確認 

・処理欄の確実な記入の徹底 

未処理リストによ

る確認 
未処理リストによ

る情報共有（随時） 

重複データチェッ

クの実施 

処理順番を誤る 

ミス発生 

本人確認を誤る 

ミス発生 
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職員の不適切な事務処理等が発生したのはなぜ

発生した事案①
扶助費の支払い遅延及び個人の貸金（立替）

なぜ１ なぜ２ なぜ３ なぜ４ なぜ５ なぜ６ なぜ７ 真因の特定 再発防止策

担当者が市民から
支援金の早期支給
の問合せを頻繁に
受けていた

支援金支給事務が
遅延していた

通常業務に加え支
援金の申請期限延
長も重なり業務量
が増していた

担当者が支援金支
給事務を一人で担
当していた

課内で協力体制を
整えることができ
なかった

当該事業をはじめ
臨時的業務が増え
たが正規職員の配
置に至らなかった

コロナ関連業務等
により業務量が増
加し全庁的に人員
が不足していた

臨時的業務に対応
できる人員を確保
していく
委託可能な業務は
委託化を検討して
いく

支援金事務を補助
する会計年度任用
職員を配置できな
かった

R3.8月に採用を試
みたが採用に至ら
ず、その後12月ま
で採用に努めな
かった

管理職員のマネジ
メントに関する再
教育を行う

課内の役割分担を
見直し、特に
チェック機能も含
め支援金事務は複
数体制に整える

課内の人員体制が
十分でなかった

会計年度任用職員
採用に係る指示、
職員の業務状況把
握など、適時適切
な管理職員のマネ
ジメントが十分で
なかった

課長が支援金の進
捗状況及び担当の
業務量状況を十分
把握していなかっ
た

課長が担当から相
談がないことやそ
の職責から考え可
能な範囲の業務量
であると思い十分
確認していなかっ
た

係員が支援金の進
捗状況を把握して
いなかった

係内で制度の情報
共有がなされてい
なかった

係内で申請から支
給までの進捗状況
が共有されていな
かった

申請から支給まで
の進捗状況管理が
できていなかった

申請から支給まで
の進捗状況の見え
る化を図る

R4.1月の採用者は
特例により申請件
数が増加した住居
確保給付業務に配
置したが、支援金
事務の職員確保へ
の対応を継続して
取り組まなかった

係内で情報の共有
化が不足していた

情報の見える化及
び共有を徹底する

係内で制度概要等
の説明がなされて
いなかった
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職員の不適切な事務処理等が発生したのはなぜ

発生した事案②
児童手当と子育て世帯への臨時特別給付金の振込口座誤り及び支給遅延

【振込口座誤り】
なぜ１ なぜ２ なぜ３ なぜ４ 真因の特定 再発防止策

【支給遅延】
なぜ１ なぜ２ なぜ３ なぜ４ 真因の特定 再発防止策

【部内の危機事案の取扱い】
なぜ１ なぜ２ 真因の特定 再発防止策

担当者がシステムによら
ない支払い方法を理解し
ていなかった

係長が当該事案に係る詳
細な支払い方法を担当者
に説明していなかった

係長が担当者は事務処理
マニュアルで支払い方法
を理解しているか確認し
ていなかった

係長が支払い完了の確認
をしていなかった

重複データチェック含む
事務処理フローを事務処
理マニュアルに明記し徹
底する

同姓同名による口座入力
誤りとなった稀なケース
であり、発生し得る状況
が想定されていなかった

担当者が現況届と口座変
更届の処理の順番を誤っ
た。またこれまで口座の
重複データェックをして
いなかった

業務フローを事務処理マ
ニュアルに明記していな
かった

部下への適時適切な指示
及び確認の不足

係会等で事務処理マニュ
アルの確認と適切な対応
を徹底する

未処理リストを作成し、
情報共有と進捗管理及び
処理の確認を徹底する

児童手当等に係る処理案
件発生から支払い完了ま
での進捗状況管理の不備

支払い処理に係る進捗管
理の仕組みがなく、係内
で状況の共有ができてい
なかった

係長が振込み実施予定日
を指示していたので、支
払いが完了していると思
い込んでいた

これまでに同様の事案が
なく、発生し得る事案と
して想定されていなかっ
た

担当者が当該事案に係る
支払い処理をしていな
かった

担当者が口座情報入力を
誤った(Ａの口座情報に
同姓同名のＢの情報を入
力した)

担当者が口座情報入力時
に「氏名」のみで確認し
た

本人確認方法を事務処理
マニュアルに明記してい
なかった

これまでに同様のミスが
なく、発生し得るミスと
して想定されていなかっ
た

本人確認方法(氏名・住
所・生年月日)を事務処
理マニュアルに明記し徹
底する

発生し得るミス等を想定
したマニュアルが作成さ
れていなかった

課長がR4.1.31の誤振込
及び支給遅延の事案判明
直後に当該事案を部長へ
報告しなかった

課長が当該事案（誤振込
とその間の未払い）が危
機事案に該当すると認識
していなかった

管理職員の危機意識の欠
如

部長会議において危機事
案対応ガイドラインを確
認し、職場内で適切な対
応を徹底する

部長がR4.2.15に課長か
ら当該事案の報告を受け
たが危機事案と認識しな
かった

部長が随時払いの案件と
捉え、指示は早期の支給
に留めてしまった
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